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第５８号議案   

藤枝市職員定数条例の一部を改正する条例  

藤 枝 市職員定数条例（昭和 29年藤 枝市 条例 第５ 号） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す

る｡ 

第 ２ 条第２号中「９６０人」を「９８０人」に改め 、 同 号 ア 中「 ９ ０ ０人」

を「９２０人」に改める。  

附  則  

この条例は、令和２年７月１日から施行する。  

 


